	１

間接補助事業
	２

事業実施主体


	３

間接補助対象経費
	４

間接補助率

	５

間接交付主体
	６

補助率
	７
上限補助額

	中山間地域において、地域の安心・安全な生活を確保するため、移動販売、宅配サービス、空き店舗を活用した小売等、地域に不足するサービスなどの社会貢献を伴うコミュニティビジネスの起業、事業規模拡大等に係る事業
	鳥取県に居住する個人、団体（事業者、住民代表、ＮＰＯ等）

ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体は対象としないものとする。

	第１欄に掲げる事業の実施に要する以下の経費

（1） 店舗の購入、改装経費

（2） 車両の購入経費

（3） 事業に必要な設備等購入・修繕経費

（4） その他事業に必要な経費
	5分の３


	市町村
	2分の1
	3,000千円


別表（第４条関係）　

